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１．調査の目的

　平成12年4月より導入された成年後見制度は、「ノーマライゼーション」や「利用
者主権」「自己決定権」といった考え方の浸透を受けて、判断力の不十分な人達に
ついて、財産管理や身上監護（介護、施設への入退所などの生活について配慮する
こと）の面で支援していくためのものである。
その内容としては、「介護を依頼する行為及び介譲、生活維持に関連して必要な契
約の蹄結、費用の支払い等、社会保障給付の利用について」援助するものとされて
おり、痴呆性高齢者の介護老人保健施設の入所・利用について大きく関連する。
今後の介護老人保健施設の運営（とりわけ契約に関わる業務）については、成年後
見制度の内容や動向を熟知した上で展開していく必要がある。

　そこで、本調査は、全国の介護老人保健施設における成年後見制度の認知度や、
認知の状況、施設運営への反映の状況などの実態を把握するとともに、成年後見制
度の導入を務まえた施設運営の方針等を把握した上で、介護老人保健施設において
成年後見制度の導入に伴って必要となる取り組みを明らかにすることを目的とす
る。

２．調査結果の概要

（7）まとめ

以上見てきたように、成年後見制度の適用ケースに遭遇した施設は現在のところ一
割にとどまっており、適用メー巣の件数も多いとは言えないが、施設全体で見ると
制度に対する認知度や関心は高い。
また、今後、制度の適用ケースが増加して、実際に何らかの対応を迫られる施設が
増えていく可能性は高い。

従って、当全国老人保健施設協会が実施している各種研修会において、「実例に則
した対応手順の流れ」や「施設がどのような関わりを持つのか」といった点につい
て周知・啓蒙する一方、施設からの相談受付のシステムを整備するなどの取り組み
が必要であると考えられる。

６．考察



　以上述べてきたような、調査全体の結果を通して考察される点を最後に整理す
る。
　まず何よりも、アンケート調査からもヒアリング調査からも強く言えるのは、全
国の介護老人保健施設が施設としての独自性や存在意義を明確にしていきたいと志
向しており、そのための大きな柱として、介蕎老人保健施設の基本理念や役割、中
でも「家庭復帰・在宅ケア支援の施設である」という点を強く意識していることで
ある。

　そして、アンケート調査の結果でも見られる通り、家庭復帰・在宅ケア支援に積
極的に取り組んでいる施設は、関連する外部機関とも積極的に連携していること、
また、そうした取り組みの結果、高齢者本人の表情やQOL、ADLの向上がもたらさ
れるだけでなく、施設が地域に開かれたものとなり地域との信頼関係が構築されて
いくこと、家庭復帰という大目標を持つことで施設の活動全般が活発になり活性化
がもたらされる、等の効果が裏付けられる。
これは調査研究を開始する当初からある程度は想定されていたこととはいえ、やは
り重大な意義を持っている。

　介護老人保健施設の基本理念や役割は、介護保険制度の下であっても、介護老人
保健施設が基本理念や役割を実践していく中において、地域のケアサービスとの連
携や社会資源の活用が必要不可欠であることが確認されたことは重要なことであろ
う。

　しかしながら、以下のような留意点には十分な配慮をする必要があると考えられ
る。

　第一に、介護老人保健施設が外部の諸機関との連携を積極的に展開していくこと
と、家庭復帰の実現は、まだストレートには結びついていないということである。
その要因として最も大きいのは、高齢者本人やその家族がどのようなニーズを有し
ているかという点である。
アンケートやヒアリングで明らかになった通り、高齢者の家族が家庭復帰の意識を
持たない限り、家庭復帰を実現していくことは難しいのである。
だからこそ、家庭復帰・在宅ケア支援に積極的な施設は、高齢者の家族との人間関
係・信頼関係の構築を最も重要な課題ととらえ、家族の意識を少しでも家庭復帰に
近づける努力を積み重ねているのである。
逆に言えば、家族の意識が家庭復帰に向かわない限り、施設が外部機関との連携を
含めたどのような努力を積み重ねても限界はあると言わざるを得ないのである。
その意味では、地域住民に家庭復帰の重要性を痩透させることや、介獲老人保健施
設の基本理念・役割を周知していくことは極めて重要である。
すなわち、利用者や家族から介護老人保健施設の運用に対して理解と協力を得なけ
れば、施設の役割・機能を果たすことは不可能ということである。



　こうした取り組みは施設独自の活動を超える部分も多く、第一義的には地方自治
体をはじめとする行政の役割が大きいと考えられよう。
ヒアリングやアンケートを通じてみると、行政の中に介護老人保健施設の役割を誤
解しているのではないかと判断せざるを得ないケースが見いだされることは憂慮す
べき事態である。
今後さらに、地方自治体をはじめとする行政の姿勢や、家族をはじめとする地域住
民の意識を含めて、社会全体に対して、家庭復帰の重要性と介護老人保健施設の役
割の再確認を訴えかける必要があろう。

　第二に、施設の置かれた地域や生活・家族の環境や条件によって、外部機関との
連携のあり方も影響を受けることは必然的であるということである。
要介護高齢者を抱える家族にとって最も切実な間遠は、家庭復帰の後、「どのよう
なケアサービスを受けることができるのか」、その全体像について正確な情報を得
ることであり、そして「家庭復帰後の在宅生活の中で家族が何をなせばよいの
か」、が明確になることである。
従って、家庭復帰・在宅ケア支援に積極的な施設は、必然的に家庭復帰後の生活に
おけるケアサービスの全体像を明確化することに積極的に取り組んでおり、その延
長線上で外部諸機関との連携も存在している。
要するに、外部機関との連携は家庭復帰という大目的を達成していくための手段で
あるということである。
一方、例えば法人全体として必要にして十分なケアサービスを提供している場合に
は、その施設が家庭復帰・在宅ケア支援に積極的に取り組んでいたとしても、法人
外のケア関連諸機関との連携はそれほど手厚いものとはならないケースも考えられ
る。
また、地域によっては連携すべき外部機関そのものが乏しく、表面的には連携が薄
く見えるケースもある。
つまり、表面的な連携の状況を見て、施設の姿勢や良し悪しを判断するのではな
く、個々の施設が置かれた環境や条件を十分に勘案する必要があるということであ
る。（本報告書においても、特にアンケート結果については、集計数値の背景にそ
うした多様な状況が隠れていることに十分留意していただきたい。）

　第三に、家庭復帰や在宅ケア支援を後押しする制度の必要性の問題である。本調
査研究では、全国の介護老人保健施設の多くが家庭復帰・在宅ケア支援について引
き続き積極的に取り組む意向を持っている。
その中において、特に外部諸機関との連携が重要であることが明確になったところ
である。
他方、施設の経営面・運営面から見ても、利用者の側から見ても、家庭復帰を促進
する制度的・財政的な裏付けが弱く、その取り組みがあまり評価されていないこと
も影響を及ぼしている。
その結果、家庭復帰に取り組まずに、入所期間を長期化する方が、施設の経営に



とっても利用者の自己負担の状況からしても適合的であるという、ある種倒錯した
状況が現実には立ち現れているのである。

　今回のヒアリング調査は、家庭復帰や外部諸機関との連携に積極的な施設を選ん
で行われたが、ヒアリング先の全ての施設から、「家庭復帰を促進する制度の確
立」を求める声が上がったことは、何らかの対応を検討していかなければならない
のではないかと思われる。
この点については、介護老人保健施設の問題だけにとどまらず、在宅ケアの取り組
みの評価を高める、あるいは、介護保険サービス利用者の自己負担のあり方、地域
差のある在宅ケア支援システムの均一化と充実等の問題を含めた、介護保険制度全
体にかかわる大きな問題として、今後さらに検討していくことが必要であろう。


